
　次のとおり公募型企画競争に付します。

令和　８年　５月２５日
独立行政法人国立病院機構甲府病院

病院長　　萩　野　　哲　男

１　競争に付する事項
（１）件　名
　独立行政法人国立病院機構甲府病院における食事療養業務委託
（２）委託内容及び目的
　患者給食に係る調理業務の一部または全て、及び食器洗浄消毒業務を委託することにより、栄養管理部門
全般にわたる作業効率の向上と、患者サービスの更なる充実と資質向上を図ることを目的とし、業務委託す
るものである。詳細は、説明書及び仕様書による。
（３）委託（運営）期間
　令和　８年１０月１日から令和１１年９月３０日まで（３年間）

２　競争に参加する者の必要資格に関する事項
（１）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」に係る競争契約の参加資格を
　　有し、Ａ、Ｂ、Ｃの等級に格付けされた者。
（２）独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下「契約細則」という。）第５条の規定に該当しな
　　い者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補人であっても、契約締結のために必要な同意を得
　　ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
（３）契約細則第６条の規定に該当しない者であること。

３　選定方法
（１）委託事業者の選定は、競争に参加する者の必要資格に関する事項を満たす者から受理した「技術評価
　　提案書」（以下「提案書」という。）による評価と予定価格の制限の範囲内の当業務案件に係る見積価
　　格の評価とを総合した評価（公募型企画競争方式）により第一交渉権者を決定する。

４　見積書の作成方法
（１）交渉権者の決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を
　　加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をも
　　って評価するので、参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も
　　った金額の１１０分の１００に相当する金額を記載した見積書を提出すること。

５　提案書及び見積書の提出場所、説明書等の交付場所及び問合せ先
（１）提案書及び見積書の提出場所、説明書等の交付場所及び競争に関する照会先
　　　〒４００－８５３３　山梨県甲府市天神町１１番３５号
　　　独立行政法人国立病院機構甲府病院企画課業務班契約係長　
　　　電話　０５５－２４０－６１３６（内線２３２２）
（２）仕様書及び提案書に関する照会先
　　　同上
（３）提案書及び見積書の提出部数
　　　提案書については１０部、見積書については１部（通）を提出すること。
（４）提案書及び見積書の提出方法
　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。なお、郵送の場合は受領期限までに必着のこと。）なお、見積書に
　　ついては厳封のうえ、封皮に「食事療養業務の委託に係る見積書在中」と朱書きすること。
（５）その他
　　　提出された提案書及び見積書は返却しない。

６　執行の日時及び場所
（１）見積書の受領期限
　　　令和　８年　６月１２日（金）１５時００分
（２）プレゼンテーションの日時及び場所
　　　令和　８年　６月１６日（火）１６時００分　４階大会議室
　　　※参加業者が複数の場合は、上記時間から順にプレゼンテーションを実施しますので、具体的な集合
　　　日時等のご案内は別途ご連絡いたします。
（３）見積書開封の日時及び場所
　　　令和　８年　６月２２日（月）１４時００分　３階会議室

７　その他必要な事項
（１）競争及び契約手続に使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
（２）競争参加保証金及び契約保証金

食事療養業務委託の公募に係る公示



　　　免除
（３）競争参加者に要求される事項
　　　この公募型企画競争に参加を希望する者は、競争参加資格があることを証明する書類として、誓約書
　　及び全省庁統一資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。また、本公示に示した業務が履
　　行できることを証明する書類として、説明書に定める提案書等を指定する期日までに提出しなければな
　　らない。
　　参加者は、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
（４）競争の無効
　　　本公示に示した競争参加資格のない者の提出した提案書及び見積書、競争参加者に求められる義務を
　　履行しなかった者の提出した提案書及び見積書は無効とする。
（５）契約書作成の要否
　　　要
（６）契約の相手方の決定方法
　　　契約細則第２１条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な見積書を提出した参
　　加者の中から、説明書で定める公募型企画競争方法を以って交渉権者を決定する。予定価格の制限の範
　　囲内である者が複数の場合は、公募型企画競争方法を以って得られた点数が最も大きい事業者から交渉
　　順位を付するものとし、第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。
　　　ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から１０日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理責
　　任者は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。
（７）契約までに要する費用は、全て各事業者の負担とする。


